
郵送申請等の活用について 

新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大が懸念されていることを受け、郵送による申請受付、及び交付文書の郵送を行うことといたしましたので、ご活用願います。 

申請者（代理者） 建築指導課 

 

①確認申請事前相談書 

定期調査報告書 

建築物省エネ法届出書 

建設リサイクル法届出書 

長期優良住宅工事完了報告書 

ひとまち条例届出書 

中高層建築物指導要綱届出書 

作成 

②事前相談書類等の 

郵送（申込）又は持参 

③書類受付 

③書類受付 

④申込完了通知 

突合せ 

⑤審査・確認 

（必要に応じて）書類の修正・追加提出 

⑥審査・確認終了 

事前審査終了通知 

⑦事前相談書類等

の受領 

確認申請の場合は 

本申請 

問い合わせ先 古河市建築指導課 

古河市仁連 2065 番地 

TEL 0280-76-1511（2155） FAX 0280-76-1594 

E-mail kenchiku@city.ibaraki-koga.lg.jp 

①確認申請に係る事前相談書類、定期調査報告書、建築物省エネ法に係る届出書、建設リサイ

クル法に係る届出書、長期優良住宅工事完了報告書、茨城県ひとにやさしいまちづくり条例

に係る届出書、中高層建築物指導要綱に係る届出書の郵送受付 

申請者（代理者） 

 

申請書の持参 

②書類受付 
手続き申込 

申込完了通知 

③審査・検査 

（必要に応じて）書類の修正・追加提出、現場手直し 

④確認・検査終了 

⑤ 確認済証 

中間検査合格証、

検査済証 

の郵送 

⑥確認済証 

（確認申請書副本

を含む） 

中間検査合格証 

完了検査済証 

長期優良住宅完

了報告書（副本） 

の受領 

②確認済証（確認申請書副本を含む）、中間検査合格証、検査済証の郵送 

① 確認申請 

中間検査申請 

完了検査申請 

建築指導課 

②手続き申込 


